
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は平成25年４月１日現在の人数です。
      ３　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれており、職員数には当該職員は含まれていません。
　　　　　

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
 用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　　３　平成２４年及び平成２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がない
　　　　 とした場合の値です。

※　平成26年４月１日のラスパイレス指数が、①３年間に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している
　場合、③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

職員の構成（学歴、経験年数等）の変動により、平均給料月額についても変動したこと、査定昇給者の構成が若年化し
たこと等が考えられます。今後は、中長期的にみて年齢構成が一定水準に落ち着くことで改善する見込みです。
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（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引き下げ及び地域手当の支給割合

　　　の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

［　実施　・　未実施　］

②地域手当の見直し

（支給割合）国基準１５％に対し、清瀬市においても１５％を支給。

（実施時期）平成３０年４月１日までに、１６％へ引き上げ（国基準）を検討中。

国基準による支給割合

清瀬市の支給割合

③その他の見直し内容

なし。

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日

（内容）　給料表は、東京都人事委員会勧告を踏まえ、民間賃金と給与水準の均衡を図るため、給料表を平均１.７％
　　　　を実施。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置として、現給保障を実施。

平成26年度

の支給割合

見直し後の支給割合 平成27年度

の支給割合（H30.4.1）
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16%
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－

15%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成26年４月１日現在）
　　　　①一般行政職
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※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（賃金センサス）を使用しています。（平成23年～25年の３ヶ年平均）

※民間データにおける「廃棄物処理業」及び「用務員」については、賃金センサスで都道府県別の数値を公表していないため、全国計の数値です。

　その他の職種については、東京都の数値を記載しています。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

　例えば、雇用形態については、賃金センサスの対象には、日々又は1ヶ月以内の期間を定めて雇用されている者のうち、

　1月に18日以上雇用された者などが含まれます。

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給

　された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、平成26年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等　　　

　　　　の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

      ３　個人情報保護の観点から、対象となる職員数が1人又は2人の場合は、当該箇所を「アスタリスク（*）」としています。　 

   　 ４　数値のない欄については、すべて「ハイフン（－）」としています。　 
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（2) 職員の初任給の状況（平成26年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

－ － 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成26年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円
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円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成26年４月１日現在）

（注）１　清瀬市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）１　平成18年４月より給料表を職務の級に分類（１級～８級）しました。
　　　２　平成21年４月より給料表を８級制から７級制に変更しました。（旧給料表の1級と2級を統合）
　　　３　平成25年４月より給料表を７級制から６級制に変更しました。（旧給料表の6級と7級を統合）
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況

【参考】昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）

（注）　勤務成績の区分が「上位」又は「最上位」の職員は、「標準」の職員と比べて基本的に

　　　　1～2号拡大された昇給幅が付与されます。

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（25年度支給割合） （25年度支給割合） （25年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分
（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　　　3～20％ 　・役職加算　　　　 3～20％ 　・役職加算　　　　 5～20％

　・管理職加算　　15～25％ 　・管理職加算　　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（2) 退職手当（平成26年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　 　　2号給以内（公務上の死亡）　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成25年度に退職した職員に支給された平均額です。

全職員

内容

　地方公務員法第40条に基づき、職員の業務成績、業務能力及び業務態度等について、客観的かつ継続的に把握する
ことにより、職務に対する意欲の向上を図るとともに、能力開発、指導育成及び昇任選考等に反映し、公正な人事管
理を行うことを目的として業績評価を行っています。

25年度

比率(Ｂ)／(Ａ)

職員数（Ａ）

勤務成績の区分が「上位」又は「最上位」に決定された職員数（Ｂ）

比率(Ｂ)／(Ａ)

合　計

30.4%

274人

25.55625
（27.025）

―

1.35

清　　　　　瀬　　　　　市

区　　　　　分

職員数（Ａ）

勤務成績の区分が「上位」又は「最上位」に決定された職員数（Ｂ）26年度

2.582
1.45

1.35
1.432

１人当たり平均支給額（25年度）

東　　　　　京　　　　　都

1,636

1.35

【管理職】仕事の成果、知識、企画力、折衝・応対力、理解・判断力、指導力、積極性、
          協調性、責任感

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

31.50
（35.50）

1.45
2.60

国

29.145
（30.82）

83人

30.3%

2.60

273人

83人

0.65

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

0.35

49.59
（52.44）

【管理職】昇給及び勤勉手当

45.00
（49.73）

20.445
（21.62）

清　　　　　　　　　　　瀬　　　　　　　　　　　市

23.50
（26.83）

評定結果

49.59
（52.44）

49.59
（52.44）

34.5825
（36.57）

1,420

45.00
（46.58）
45.00

（49.73）

45.00
（49.73）

国

23.50
（23.75）

　管理職については、以下の支給割合を基準とし、予め設定した目標に対する業績に対して、5段階（A～E）の評価を
実施し、その評価結果に基づき勤勉手当の成績率を決定しています。

　　　　　　　　期末手当　　　勤勉手当
　　課長職　　　2.20月分　　　1.75月分
　　部長職　　　2.00月分　　　1.95月分

　なお、管理職以外の職員については、勤勉手当の成績率に差を設けず、一律の支給を行いました。

1月1日

0.65

31.50
（31.83）

23,412

評定項目

6,117

１人当たり平均支給額（25年度）

41.325
（43.70）

1月1日～12月31日

区分
基準日
評定期間
評定対象者
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 (3) 地域手当

（平成26年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　　　地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

 (4) 特殊勤務手当

平成18年度より全廃しました。

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する職員数は、「支給実績（25年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職等

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用短時間勤務職員を含む。

（6) その他の手当（平成26年４月１日現在）

円

円

円

183

金額

管理職手当

休日に勤務した場合に支給
（支給率135/100）

異なる

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ）

内容及び支給単価

内容及び金額

配偶者　13,500円 異なる

金額

88,053

異なる

金額

（25年度決算）

千円

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ）

扶養手当

16歳～22歳までの子の加算　4,000円

180

との異同

88,833

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ）

手　当　名

国の制度（支給率）

15.0

23,574

43,338

異なる

支給実績（25年度決算）

円28,512

円

83,860

177,0836,375

206,956

千円

千円

32,078

千円

849,780

世帯主　15,000円

副参事職以上の役職に定額支給

部長　　　 90,300円
参事　　　 81,600円
課長　　　 67,800円
副参事　  58,800円

1,626

異なる

575,628

休日勤務手当

交通機関（電車・バス等）利用
（６か月分を一括支給）
交通用具（自家用車等）利用
（６か月分を一括支給）

内容及び金
額

同じ

支給対象地域

住居手当

通勤手当

配偶者以外　6,000円

支給職員１人当たり

平均支給年額

国の制度

（25年度決算）

281,482

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ）

489市内全域 15.0

（100.8）

支給率 支給対象職員数

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

支給実績

千円

国の制度と

異なる

異なる内容

内容及び金額

100.8
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５　特別職の報酬等の状況（平成26年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

円
円

円

(注）１　市長の給料は現在10％減額を実施中であり、（　）内は、減額後の月額です。                        

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

222,000

（参考）類似団体における最高／最低額

1

　　　　　　―

＜参考＞

245,000

　　（25年度支給割合）

6,480,000

0

30

8,604,000

3.95

再任用の正規職員化

平成26年

3.95

在任期間毎

13,424,000
副 市 町 村 長

執行体制の見直し

執行体制の見直し

在任期間毎

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

労　　　働

対前年
増減数

市 長

勤めた場合における退職手当の見込み額です。

主な増減理由

教 育 長

普

通

会

計

部

門

議　　　会

2

4

5

衛　　　生

1商　　　工

備　　　　考

平成25年

期
末
手
当

退
職
手
当

土　　　木

民　　　生

総務企画

農林水産

一
般
行
政
部
門

839,000×支給率×勤続期間

28

406

27

717,000×支給率×勤続期間

職 員 数

4

648,000×支給率×勤続期間

336

107

副 議 長

市 長

議 員

副 市 町 村 長

議 長

教 育 長

議 長

下　水　道

教育部門

440

そ　の　他

　計

560,000

　　（25年度支給割合）

税　　　務
△ 2

477,000

440,000

事務の統廃合

△ 1

1,000,000

375,000830,000

620,000

310,000

市 長 839,000

717,000

648,000

副 市 町 村 長

給 料 月 額 等

報

酬

副 議 長

議 員

755,100

698,000

区 分

教 育 長 　　　　　　　　　―

418,000

給

料

27

課の新設、業務充実5112

在任期間毎

0
146 144

△ 1

27

欠員不補充

70

19

△ 1 執行体制の見直し

2

欠員不補充

[   　0     ］

＜参考＞
　　人口１万人当たり職員数　　45.52　　　人
　（類似団体の人口１万人当たりの職員数　53.52　人）

△ 4

＜参考＞
　　人口１万人当たり職員数　　54.01　　　人
　（類似団体の人口１万人当たりの職員数　71.79　人）

　　　人口１万人当たり職員数　　59.26　人

29

7

[      500      ］

3

1

404

66

18

△ 1

△ 2

7

△ 136

[      500      ］

小　計

合　　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

小　計 37

443 △ 3

338

439,000
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（2)年齢別職員構成の状況（平成26年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移

（　単　位　：　人 ・ ％　）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

過 去 ５ 年 間 の
増 減 数 （率）

消 防

一 般 行 政

教 育

　　　　　　　    　年　　度

　部　　門　　別
２ １ 年 ２ ２ 年 ２ ３ 年 ２ ４ 年 ２ ５ 年 ２ ６ 年

440

人人
～

60歳

60 72 1

人

48歳 56歳

55歳

～

計

以上

44歳

( ▲ 15.4% )78 76 75 67 69 66

～

51歳

52歳

人 人

40歳

～

42

～

35歳 47歳

0 48

36歳

未満

人

～

人

31歳

16

336 338

5141

人人

39歳 43歳 59歳

57

～

340 324

28歳

人

320 324

38

～～

24歳20歳 20歳

人

32歳

職員数

27歳

～

14

23歳

人

区　分

人

34

( ▲ 3.3% )

0.134

普 通 会 計 計 418 400 395 391 405

35 36 38

総 合 計 452 434 430 427 443

公 営 企 業 等 会 計 計

( ▲ 2.7% )440

▲ 2

▲ 12

▲ 14

2

▲ 12

404

36

( ▲ 0.6% )

0

5

10

15

20

25

構成比 

５年前の構成

比 

% 
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